
 

平成１８年度において改善を要する事項がみられた事業とその後の対応 

 

 

 事 業 名 事 業 内 容 改善を要する事項 平成 19 年度に 

おける具体的対応 

１ 

中堅外食事業者
資金融通円滑化
事業 
 
（(社)日本フー
ドサービス協会） 
 

造成された基金を
活用することによ
り、牛海綿状脳症（Ｂ
ＳＥ）や高病原性鳥
インフルエンザによ
り経営に影響を受け
た外食事業者が運営
資金の融資を受ける
ための債務保証を行
う。 
 

19 年度以降も継続する
基金事業について見直し
を行った結果、左記事業に
ついて今後の使用が見込
まれない部分があること
が判明した。 

新たな債務保証が認めら
れないことから、平成 18 年
度末残高から保証残高等を
除いた 810,653 千円につい
て、平成 19 年 12 月 21 日に
返還させた。 
 

２ 

酪農ヘルパー事
業円滑化対策事
業 
 
（(社)酪農ヘル
パー全国協会） 
 

造成された基金を
活用することによ
り、酪農ヘルパー事
業の普及・啓発等を
実施する。 

19 年度以降も継続する
基金事業について見直し
を行った結果、左記事業に
ついて今後の使用が見込
まれない部分があること
が判明した。 

当該基金事業のこれまで
の実績及び今後の見通しを
踏まえ、使用が見込まれない
158,745 千円について、平成
19年8月10日に返還させた。
 

３ 

 

食肉処理販売等
緊急特別対策事
業 
 
 
((社 )中央畜産
会) 
 

造成された基金を
活用することによ
り、牛海綿状脳症（Ｂ
ＳＥ）の患畜が確認
されたことに伴い経
済的影響を受けた食
肉処理業、食肉販売
業等に対して運転資
金の貸付けを行う融
資機関への利子補給
を行う。 
 

19 年度以降も継続する
基金事業について見直し
を行った結果、左記事業に
ついて今後の使用が見込
まれない部分があること
が判明した。 

当該基金事業は平成 19 年
度に必要な補助金を交付し
た後、同基金を閉鎖し、
11,811 千円について平成 19
年 8 月 3日に返還させた。 
 

４ 

家畜防疫互助基
金造成等支援事
業 
 
（(社)全国家畜
畜産物衛生指導
協会） 

高原病性鳥インフ
ルエンザ等の家畜伝
染病が発生した場
合、互助金の交付に
より、生産者等が発
生時の経済的損失を
互助補償する仕組み
を支援する。 

大阪府における事業実
施団体である(社)大阪府
畜産会が実施するワクチ
ン接種の互助金が、家畜保
健衛生所職員の不当な行
為により、目的外に使用さ
れていた事実が判明した。

目的外に使用された補助
金相当額 2,128 千円につい
ては、平成 19 年 11 月 5 日に
返還させた。 
また、今後このようなこと

のないよう、事業実施主体で
ある(社)全国家畜畜産物衛
生指導協会を通じ、(社)大阪
府畜産会に対し厳重に注意
するとともに、補助事業の適
正な執行に万全を期すよう
指導した。 
 

 

資料２ 


